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○ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22年法律第

36号） 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社

会の形成、森林の有する国土の保全、水源のかん養その他の多面的機能の発揮

及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等にかんがみ、公共建

築物等における木材の利用を促進するため、農林水産大臣及び国土交通大臣

が策定する基本方針等について定めるとともに、公共建築物の整備の用に供

する木材の適切な供給の確保に関する措置を講ずること等により、木材の適

切な供給及び利用の確保を通じた林業の持続的かつ健全な発展を図り、もっ

て森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「公共建築物」とは、次に掲げる建築物（建築基準法

（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第一号に規定する建築物をいう。以下

同じ。）をいう。 

一 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物 

二 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の前号に

掲げる建築物に準ずる建築物として政令で定めるもの 

２ この法律において「木材の利用」とは、建築基準法第二条第五号に規定する

主要構造部その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及

びエネルギー源として国内で生産された木材その他の木材を使用すること

（これらの木材を使用した木製品を使用することを含む。）をいう。 

３ この法律において「木材製造の高度化」とは、木材の製造を業として行う者

が、公共建築物の整備の用に供する木材の製造のために必要な施設の整備、高

度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うことにより、公共

建築物の整備の用に供する木材の供給能力の向上を図ることをいう。 

（国の責務） 

【資料４】 
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第三条 国は、木材の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する

とともに、地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策を推進す

るために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 国は、一般の利用に供されるものであることその他の前条第一項第一号に

掲げる建築物の性質にかんがみ、木材に対する需要の増進に資するため、自ら

率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならな

い。 

３ 国は、木材に対する需要の増進を図るため、木材の利用の促進に係る取組を

支援するために必要な財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

４ 国は、木材の利用の促進に当たっては、公共建築物の整備等の用に供する木

材が適切に供給されることが重要であることにかんがみ、木材製造の高度化

の促進その他の公共建築物の整備等の用に供する木材の適切な供給の確保の

ために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 国は、建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の

建築物に係る建築基準法等の規制の在り方について、木材の耐火性等に関す

る研究の成果、建築の専門家等の専門的な知見に基づく意見、諸外国における

規制の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和

のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

６ 国は、木材の利用の促進に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成そ

の他の木材の利用の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

７ 国は、教育活動、広報活動等を通じて、木材の利用の促進に関する国民の理

解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなけれ

ばならない。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の施策に準

じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとと

もに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。 

（事業者の努力） 

第五条 事業者は、その事業活動等に関し、木材の利用の促進に自ら努めるとと

もに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力

するよう努めるものとする。 

（国民の努力） 

第六条 国民は、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体

が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 
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第二章 公共建築物における木材の利用の促進に関する施策 

（基本方針） 

第七条 農林水産大臣及び国土交通大臣は、公共建築物における木材の利用の

促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 公共建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向 

二 公共建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項 

三 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

四 基本方針に基づき各省各庁の長（財政法（昭和二十二年法律第三十四号）

第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。）

が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本

的事項 

五 公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基本的

事項 

六 その他公共建築物における木材の利用の促進に関する重要事項 

３ 基本方針は、公共建築物における木材の利用の状況、建築物における木材の

利用に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。 

４ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移によ

り必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 

５ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議しなければならない。 

６ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁の長及び都道府県知事に

通知しなければならない。 

７ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、毎年一回、基本方針に基づく措置の実施

の状況を公表しなければならない。 

（都道府県方針） 

第八条 都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内の公共建築

物における木材の利用の促進に関する方針（以下「都道府県方針」という。）

を定めることができる。 

２ 都道府県方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内の公共建築物における木材の利用の促進のための

施策に関する基本的事項 

二 当該都道府県が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

三 当該都道府県の区域内における公共建築物の整備の用に供する木材の適

切な供給の確保に関する基本的事項 
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四 その他当該都道府県の区域内の公共建築物における木材の利用の促進に

関し必要な事項 

３ 都道府県知事は、都道府県方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければなら

ない。 

（市町村方針） 

第九条 市町村は、都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の公共建築物に

おける木材の利用の促進に関する方針（以下この条において「市町村方針」と

いう。）を定めることができる。 

２ 市町村方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内の公共建築物における木材の利用の促進のための施

策に関する基本的事項 

二 当該市町村が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

三 その他当該市町村の区域内の公共建築物における木材の利用の促進に関

し必要な事項 

３ 市町村方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内

における公共建築物の整備の用に供する木材の適切な供給の確保に関する基

本的事項を定めることができる。 

４ 市町村は、市町村方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ

を公表するよう努めなければならない。 

 

第十条～第十六条 （略） 

 

第三章 公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関す

る施策 

（住宅における木材の利用） 

第十七条 国及び地方公共団体は、木材が断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸

収する効果が高いこと、国民の木造住宅への志向が強いこと、木材の利用が地

域経済の活性化に貢献するものであること等にかんがみ、木材を利用した住

宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提供等の

援助、木造住宅に関する展示会の開催その他のその需要の開拓のための支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（公共施設に係る工作物における景観の向上及び癒
いや

しの醸成のための木材の

利用） 

第十八条 国及び地方公共団体は、木材を利用したガードレール、高速道路の遮

音壁、公園の柵
さく

その他の公共施設に係る工作物を設置することが、その周囲に
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おける良好な景観の形成に資するとともに、利用者等を癒
いや

すものであること

にかんがみ、それらの木材を利用した工作物の設置を促進するため、木材を利

用したそれらの工作物を設置する者に対する技術的な助言、情報の提供等の

援助その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（木質バイオマスの製品利用） 

第十九条 国及び地方公共団体は、バイオマス（動植物に由来する有機物である

資源（原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭（以下「化石資源」という。）

を除く。）をいう。）のうち木に由来するもの（以下「木質バイオマス」という。）

について、パルプ、紙等の製品の原材料としての利用等従来から行われている

利用の促進を図るほか、その用途の拡大及び多段階の利用（まず製品の原材料

として利用し、再使用し、及び再生利用し、最終的にエネルギー源として利用

することをいう。）を図ることにより製品の原材料として最大限利用すること

ができるよう、木質バイオマスを化学的方法又は生物的作用を利用する方法

等によって処理することによりプラスチックを製造する技術等の研究開発の

推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（木質バイオマスのエネルギー利用） 

第二十条 国及び地方公共団体は、木質バイオマスを化石資源の代替エネルギ

ーとして利用することが二酸化炭素の排出の抑制及び木の伐採又は間伐によ

り発生する未利用の木質バイオマスの有効な利用に資すること等にかんがみ、

木質バイオマスをエネルギー源として利用することを促進するため、公共施

設等におけるその利用の促進、木質バイオマスのエネルギー源としての利用

に係る情報の提供、技術等の研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

〔平成二二年九月政令二〇二号により、平成二二・一〇・一から施行〕 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施

行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 


